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3月分より協会けんぽの
健康保険料率・介護保険料率が
変更になります

協会けんぽの保険料率は、平成21年9月よ

り、全国一律の保険料率から、各都道府県支

部別の保険料率に変更されています。平成30

年3月分から適用される健康保険料率は下表

のとおりとなりました。

全都道府県のうち、もっとも高い保険料率

は佐賀県の10.61％、もっとも低い保険料率

は新潟県の9.63％となっており、佐賀県と新

潟県の保険料は0.98％の開きがあります。

介護保険の保険料率は毎年見直しが行われ

ますが、平成30年3月分からは、1.65％から

1.57％へ引下げられます。

健康保険の資格を喪失した後も、手続きを

することでこれまで加入していた健康保険に

任意で継続加入することができる制度があり

ます（任意継続被保険者）。任意継続被保険

者は、①資格を喪失した時の標準報酬月額、

②前年（1月から3月までの標準報酬月額につ

いては、前々年）の9月30日時点におけるす

べての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額

の平均額、のいずれか少ない額が標準報酬月

額となります。この②の額について、平成30

年度は28万円となることが決定しました。

1.3月分からの
協会けんぽの健康保険料率

2.任意継続被保険者の上限額

全国健康保険協会（協会けんぽ）の健康保険料率および介護保険料率は、

毎年3月分（4月納付分）から見直しが行われます。今年度の健康保険料率に

ついては各都道府県によって、引上げ・引下げ・据え置きに分かれ、介護保

険料率は引下げ（全国一律）となります。料率を確認し、徴収のタイミング

間違いや保険料率の変更もれがないようにしましょう。
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支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率
北海道 10.25% 東京都 9.90% 滋賀県 9.84% 香川県 10.23%
⻘森県 9.96% 神奈川県 9.93% 京都府 10.02% 愛媛県 10.10%
岩⼿県 9.84% 新潟県 9.63% 大阪府 10.17% 高知県 10.14%
宮城県 10.05% 富山県 9.81% 兵庫県 10.10% 福岡県 10.23%
秋田県 10.13% ⽯川県 10.04% 奈良県 10.03% 佐賀県 10.61%
山形県 10.04% 福井県 9.98% 和歌山県 10.08% ⻑崎県 10.20%
福島県 9.79% 山梨県 9.96% 鳥取県 9.96% 熊本県 10.13%
茨城県 9.90% ⻑野県 9.71% 島根県 10.13% 大分県 10.26%
栃木県 9.92% 岐阜県 9.91% 岡山県 10.15% 宮崎県 9.97%
群馬県 9.91% 静岡県 9.77% 広島県 10.00% ⿅児島県 10.11%
埼玉県 9.85% 愛知県 9.90% 山口県 10.18% 沖縄県 9.93%
千葉県 9.89% 三重県 9.90% 徳島県 10.28%

平成30年3⽉分からの健康保険料率（各都道府県支部別）


	area_1: 社会保険労務士井上徹事務所


